
　
障
が
い
者
本
人
ま
た
は
そ
の
家
族
が
障
が

い
者
の
た
め
に
使
用
す
る
車
の
軽
自
動
車
税

等
が
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
軽
自
動
車
・
普
通
自
動
車
の
い

ず
れ
か
一
台
で
、
事
業
用
の
も
の
は
除
き
ま

す
。

●
対
象
者
　
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者

手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
、
障
が
い
の
程

度
が
一
定
の
範
囲
に
該
当
す
る
方

●
対
象
車
両

⑴
障
が
い
者
が
所
有
し
、
障
が
い
者
本
人
が

運
転
す
る
も
の

⑵
18
歳
未
満
の
障
が
い
者
と
生
計
を
と
も
に

す
る
家
族
が
所
有
・
運
転
し
、
障
が
い
者

の
通
院
・
通
学
等
に
使
う
も
の

⑶
障
が
い
者
が
所
有
し
、
生
計
を
共
に
す
る

家
族
が
運
転
し
て
障
が
い
者
の
通
院
・
通

所
等
に
使
う
も
の
（
精
神
「
１
級
」・
知
的

障
害
者
「
Ａ
」
の
場
合
は
、
障
が
い
者
所

有
で
な
く
て
よ
い
。
）

●
必
要
書
類
な
ど
　
納
税
通
知
書
、
自
動
車

検
査
証
ま
た
は
標
識
交
付
証
明
書
、
運
転

免
許
証
（
運
転
さ
れ
る
方
の
も
の
）
、
身

体
障
害
者
手
帳
等
（
原
本
）
、
印
鑑

【
自
動
車
税
の
減
免
申
請
で
家
族
が
運
転

す
る
場
合
、さ
ら
に
必
要
と
な
る
書
類
】

　
　
同
一
生
計
証
明
書
（
市
役
所
障
が
い

福
祉
窓
口
で
交
付
）、
通
院
・
通
学
等
の

証
明
書（
各
病
院
・
学
校
等
で
交
付
）

●
提
出
先
・
お
問
い
合
わ
せ

そ
れ
ぞ
れ
次
の
期
間
中
に
手
続
を
し
て
く

だ
さ
い
。
（
減
免
を
受
け
た
い
車
の
税
の

種
類
に
よ
っ
て
、
申
請
期
間
と
担
当
窓
口

が
違
い
ま
す
。
）

・
軽
自
動
車
税
　

　
申
請
期
間
　
納
税
通
知
書
を
受
け
取
っ
た

　
日
か
ら
５
月
24
日
（
木
）
ま
で

　
担
当
窓
口
　
市
役
所
税
務
課
市
民
税
係

　
　
☎
63―

５
１
１
０
　
ま
た
は
各
支
所
・

　
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
税
務
窓
口

・
自
動
車
税
　

　
申
請
期
間
　
４
月
１
日
〜
５
月
31
日
（
木
）

担
当
窓
口
　
佐
渡
地
域
振
興
局
県
税
部
収
税

　
課（
相
川
二
町
目
浜
町
）☎
74―

３
３
１
０

　
平
成
23
年
分
申
告
所
得
税
、
個
人
事
業
者

の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
振
替
日
は
次

の
と
お
り
で
す
。

振
替
日
　

・
申
告
所
得
税
　
　
　
　  

４
月
20
日
（
金
）

・
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税 

４
月
25
日
（
水
）

　
２
〜
３
日
前
に
は
、
預
貯
金
口
座
の
残
高

を
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

　
預
貯
金
不
足
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
預
貯

金
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
で
き
な
い
と
、
法

定
納
期
限
の
翌
日
（
所
得
税
は
３
月
16
日
、

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
は
４
月
３
日
）
か

ら
納
付
の
日
ま
で
の
延
滞
税
が
か
か
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
今
回
の
平
成
23
年
分
確
定
申
告
書

の
提
出
が
遅
れ
た
方
は
、
直
接
金
融
機
関
の

窓
口
で
の
納
税
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
（
期
限
後
の
申
告
及
び
修

正
申
告
に
つ
い
て
は
、
振
替
納
税
は
で
き
ま

せ
ん
。
）
。

お
問
い
合
わ
せ
　

佐
渡
税
務
署
　
☎
74―

３
２
７
６

（
自
動
音
声
案
内
「
１
」
を
選
択
し
て
く
だ

さ
い
）

乳幼児期以
前の非進行
性の脳病変
による運動
機能障がい

ヒト免疫不全ウイル
スによる免疫機能障
がい

税
身
体
障
が
い
者
等
を
対
象
に

軽
自
動
車
税
・
自
動
車
税
を
減
免
し
ま
す

平
成
23
年
分
　

確
定
申
告
振
替
納
付
日
の
お
知
ら
せ

障がいの区分

視覚障がい

聴覚障がい

平衡機能障がい

１～３級、４級の１項まで

２～３級まで

３級

1～2級の2項まで

1級、2級（第一種(両上肢)は対象、第二種
(一上肢)は対象外）

1～3級の1項まで

1～3級1～3級、5級

1～6級

1級、3級

1～3級

－

－

療育手帳の障がい程度「A」

精神障害者保健福祉手帳
「１級」

3級(喉頭摘出に限る)

機能の障がい

上肢不自由

心臓機能障がい

じん臓機能障がい

呼吸器機能障がい

小腸機能障がい

肝臓の機能障がい

知的障がい

精神障がい

下肢不自由

上肢
機能

移動
機能

体幹不自由

音声機能、言語機能、
またはそしゃく

ぼうこうまたは
直腸の機能障がい

障がい者本人が
運転する場合

生計を一にする人または常
時介護者が運転する場合

1～6級まで(7
級が2以上あ
る場合は6級
とする)

（自立支援医療（精神）
受給者証の交付を受けて
いる人に限る。ただし、所
得制限により受給者証が
交付されない場合は、医
師の通院証明書を添付す
ることにより受給者証に
代えることができます）

※障がい等級は、個別等級によります。
※上記等級の他にも使用目的等の要件があり、該当しない場合は減
免とならない場合もあります。詳しい条件等については、各担当窓
口までお問い合わせください。

1～3級（第一種(両下肢)
は対象、第ニ種(一下肢)
は対象外）
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